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 長期化する新型コロナウイルス感染症により、在宅療養している患者数は、今後さらに

増加することが予想されます。このため、国は、地域医療を維持するために医療機関の連

携を推進すべく、様々な検討を重ねています。その中で、歯科医療に関しても施設や居宅

への訪問歯科診療への要望が強まっています。 

 一方で、感染リスク回避のために訪問を中断・中止している医療機関も出てきています。 

 要介護者の治療が延期・保留となると、口腔衛生や口腔機能が低下し、誤嚥性肺炎等に

おける緊急入院や緊急手術等の可能性が増加します。口腔機能管理の面からも訪問歯科診

療の重要性は高まっており、コロナ禍における予防対策を十分にとって、訪問歯科診療を

実施することが求められています。 

 

 

 新型コロナウイルスの影響から、介護施設側では人との接触を可能な限り減少させるた

め、緊急時以外の訪問歯科診療に対し、中断の申し入れを行う一方で、歯科医院側から介

護施設側へ訪問歯科診療を中止したいと申し出るケースが増加しています。 

 東京保険医協会で実施した介護施設へのアンケートでは、施設側からの依頼により訪問

歯科診療をすべて中止や一部中止した施設が 81％で、その結果、口腔内で困ったこと、問

題があったという利用者が 93％であったと公表しました。また、義歯が合わなくなった利

用者も「少しいた」を含めると 86％に上ります。 

 

■介護施設へのアンケート結果による訪問歯科診療の現状 

質問 回答 

訪問診療を中止しましたか 全て中止 22％ 一部中止 59％ 
中止して 

いない 
19％ 

口腔内のことで困ったことが

あった利用者がいましたか 
たくさんいた 5％ 少しいた 88％ 

全く 

いなかった 
7％ 

義歯が合わなくなった利用者

がいましたか 
たくさんいた 2％ 少しいた 84％ 

全く 

いなかった 
14％ 

本当は訪問診療を行って欲し

いと思うことがありましたか 
とてもあった 28％ 少しあった 60％ 

全く 

なかった 
12％ 

（東京保険医協会：21.1実施アンケート報告より抜粋） 

１│介護施設への訪問歯科診療の現状     
 
      

訪問歯科診療の実施状況 
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 これまでの訪問歯科診療の実施率をみると、1 ヶ月間の在宅医療実施歯科医院は 18.2％

であり、都道府県別にみると最小 11.0％（沖縄県）から最大 35.7％（佐賀県）まで都道府

県間に格差がみられます。 

 実施件数では、在宅医療サービス実施歯科医院 1 箇所当たりの訪問歯科診療の件数は、

全国平均で 1ヶ月間に 12.6件となっています。約 20％の歯科医院が毎月平均 12件強の訪

問診療を行っているというのが現状です。この実施件数は、全要介護高齢者を対象とした

月 1回の定期的管理を中心とした在宅歯科医療サービスを想定した場合、3.6％の充足率に

過ぎません。 

 一方で介護保険における居宅療養管理指導では、歯科医師による実施を行っている診療

所は全国平均で 4.0％（最大値 9.1％・最小値 1.5％）、歯科衛生士による実施は 2.7％（最

大値 8.7％・最小値 0.9％）となっています。 

 

■訪問歯科診療の実施率 

●１ヶ月間の在宅医療実施歯科医院・・・18.2％ 

●都道府県別の最大と最小・・・最小（沖縄県）11.0％ 最大（佐賀県）35.7％ 

●在宅医療サービス実施件数・・・1か月間で 12.6件：充足率 3.6％に過ぎない 

（約 20％の歯科医院が毎月平均 12件強の訪問診療を実施） 

●介護保険の居宅療養管理指導について 

・歯科医師による実施 全国平均 4.0％（最小値 1.5％ 最大値 9.1％） 

・歯科衛生士による実施 全国平均 2.7％（最小値 0.9％ 最大値 8.7％） 

（厚生労働省：eヘルスネット 訪問歯科診療 資料提供 深井雅博氏 より抜粋） 

 

 

 在宅療養患者の口腔内の問題点には、義歯の不具合やむし歯に伴う歯の痛み、歯ぐきの

腫れ、口内炎等があり、これらの多くは訪問歯科診療によって対応できます。 

 口腔内の不具合は食事意欲の低下につながるうえ、要介護となっている高齢者の口腔清

掃状態の悪化は、誤嚥性肺炎の原因にもなります。また咀嚼や嚥下の障害がみられること

があり、定期健診による機能低下の早期の発見と対応が必要です。 

 終末期においても最後まで口から食べる行為は、本人の生きる力を支援するものです。

要介護高齢者の歯科診療のニーズは、全要介護高齢者に対する定期的口腔ケア・食事支援、

全要介護高齢者の少なくとも 50％への歯科治療、全介護高齢者の約 20％に対する摂食嚥下

指導が必要と試算されています。

３│在宅療養患者の口腔内の問題点     
 
      

２│訪問歯科診療の実施状況     
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■専門的口腔ケアが高齢者の健康や生活機能に与える効果 

 

（厚生労働省：eヘルスネット 訪問歯科診療 資料提供 深井雅博氏 より抜粋） 

 

 

 訪問歯科診療の対象患者の条件とは、歯科医師が個々の症例ごとに適正に判断すること

になりますが、基本的には疾病や傷病による通院困難者となります。これは要介護状態区

分のみに基づいて形式的には判断されません。医科の外来診療を受けている患者でも、緊

急の治療や検査の必要性があり、搬送された患者や家族等の搬送等の助けによる外来診療

を受けている患者の場合は訪問歯科診療の対象患者になります。 

 また、往診と訪問歯科診療を同じ行為と思われている方がいますが、往診は突発的な疾

患がおこり、すぐに病院等へ行けない事情がある場合や患者の元に赴いて応急的な診療や

処置を行う事となっています。 

 訪問歯科診療は患者の求めに応じ、継続的計画的に患者の自宅を訪問して診療、処置、

療養指導を行う事となっています。

４│訪問歯科診療対象患者の条件と往診との違い     
 
      

https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/img/h-08-002-3.png
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 訪問歯科診療（施設・居宅）を実施した歯科医院数は 14,927 医院で、全体の歯科医院

68,609件（2017年調査時の件数、2020年は 68,327件）中の約 21.8％です。 

 その内、居宅への訪問診療を実施した歯科医院は 10,011件（約 14.6％）、施設への訪問

診療を実施した歯科診療所数は 10,287 件（約 15.0％）で、訪問歯科衛生指導を実施した

歯科医院数は 5,151件（7.5％）となっています。年々増加していますが微増です。 

 また、歯科訪問診療を実施していない理由としては、人手または歯科訪問診療に充てる

時間が確保できないからとか、歯科訪問診療を実施するために必要な機器・機材がないか

ら、もしくは歯科訪問診療の依頼がないからということが多くを占めています。他に訪問

歯科診療への取り組むための基準を知らない、準備をどうしたら良いか判らない、という

理由もありました。 

 訪問歯科を行うためには基準を知り、準備をしっかり行うことが必要です。 

 

 

 

（１）既存患者への認知活動 

 訪問歯科診療の患者は、一般歯科のように待っていても来院しません。まずは訪問歯科

診療を始めたことを知って頂くことが必要です。通院している患者に、院内にてお知らせ

を掲示するとともにホームページでのお知らせ、お医者さんガイドのような雑誌へ掲載し

て、徐々に認知度を高めていきます。 

 

（２）介護事業所等への認知活動 

 ターゲットとなるのは近隣にある介護事業所等です。介護事業所にいるケアマネージャ

ーからの紹介で、増患につなげることが成功のパターンです。既存の患者に担当のケアマ

ネージャーがいれば、そこから紹介してもらう方法が最も効率が良いでしょう。 

 介護事業所といっても、入所系、通所系、訪問系といったさまざまなサービスの種類が

あるため、それぞれの特徴を学び、それに合った集患方法を構築していくことが必要です。 

 また、近隣の状況を知る方法の一つに地域包括センターを利用する方法があります。地

域包括センターとは、2005年の介護保険法で定められた施設で、地域全体の保健衛生、高

齢者を中心とした介護、社会福祉全般をマネージメントしている施設です。ここで近隣事

業所のリストを入手することができます。 

訪問歯科診療開始の準備と施設基準 

１│訪問歯科診療の認知活動     
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■主な介護事業所の種類 

●通所介護 ＝ デイサービス（介護老人福祉施設、介護老人保健施設、老人福祉センター他） 

●通所リハビリテーション ＝ デイケア（介護老人福祉施設、介護療養型医療施設、診療所他） 

●短期入所生活（療養）介護 ＝ ショートステイ（介護老人保健施設、介護療養型医療施設他） 

●特定施設入居者生活介護 ＝ 指定有料老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム等 

●認知症対応型共同生活介護 ＝ 認知症高齢者グループホーム など 

 

 

 在宅医療を行い、診療報酬を受けるためには、通常の診療報酬の他、施設基準を提出し、

様々な管理料や加算を受ける必要があります。 

 

■在宅医療を行うための施設基準 

医

療

保

険 

歯科訪問診療料 

診療時間加算 

歯科診療特別対応加算 

初診時歯科診療導入加算 

緊急歯科訪問診療加算 

地域医療連携体制加算 

歯科訪問診療補助加算 

在宅歯科医療推進加算 

歯科訪問診療移行加算 

訪問歯科衛生指導料 

歯科疾患在宅医療管理料 

文書提供加算 

在宅総合医療管理加算 

栄養サポートチーム等連携加算 

在宅患者歯科治療時医療管理料 

在宅患者訪問口腔リハビリ 

テーション指導管理料 

かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所加算 

在宅療養支援歯科診療所加算 

栄養サポートチーム等連携加算 

小児在宅患者訪問口腔リハビリ 

テーション指導管理料 

かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所加算 

在宅療養支援歯科診療所加算 

在宅患者連携指導料 

在宅患者緊急時カンファレンス料 

周術期等口腔機能管理計画策定料 

２│在宅医療を行うための施設基準     
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周術期等口腔機能管理料（Ⅰ）（Ⅱ）（Ⅲ） 

診療情報提供料 

診療情報連携共有料 

退院時共同指導料 

摂食機能療法 

在宅等療養患者専門的口腔衛生処置 

歯科訪問診療料を算定した際の特定の点数への加算 

著しく歯科診療が困難な者の特掲診療料にかかる加算 

介

護

保

険 

歯科医師居宅療養管理指導費 

歯科医師介護予防居宅療養管理指導費 

歯科衛生士等居宅療養管理指導費 

歯科衛生士等介護予防居宅療養管理指導費 

 

 

 在宅歯科診療には特別な医療機器等の準備が必要です。主な医療機器を下記に整理しま

した。 

 

■在宅歯科診療用の医療機器 

●パルスオキシメータ 

●血圧計 

●ポータブルタービン 

●吸引器 

●ポータブルレントゲン 

●携帯型デンタルユニット 

●ポータブルエンジン 

●光ＣＲ重合器 

●聴診器 

●ミラー 

●スケーラー 

●エクスプローラ（プローブ） 

●エクスカベーター 

など 

 

 訪問歯科を行うにあたり、他の医療機関との連携は必須となります。歯科訪問診療の患

者は必ず医科の訪問診療も受診していて、どのような急変にも対応できる体制づくりが必

要です。また、医療機関同士の連携から患者の紹介も出てくるため、情報の共有化を含め

た医療機関との担当窓口や上部とのコミュニケーションをしっかり取ることです。 

 

３│訪問診療を行うための医療機器と連携の重要性     
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 新型コロナウイルス感染症に対しては、新たな情報が開示されていますが、変異型ウイ

ルス等も流行している現在、新たな感染防止対策も検討しなければなりません。 

 訪問歯科診療時には、患者の他、同居家族等への感染予防、およびスタッフの感染予防

を考えて対処することが必要です。 

 

 

 新型コロナウイルスに感染している患者が急速に増加し、感染経路も市中感染が広まっ

ている状況を考えると、訪問診療を行う直前に施設全体や患者等、訪問歯科診療を行うス

タッフの現状を確認する必要があります。 

 

（１）職員の健康管理 

 スタッフの健康を守るため、また感染源とならないためにも、スタッフへの感染防止と

健康管理は必要不可欠です。 

 

■職員の健康管理 

●毎日出勤時と退勤時には検温を行い、書面での管理を行う 

●倦怠感等だけでも症状が出ているようであれば自宅待機とする 

●発熱（微熱でも）や咳やくしゃみ、鼻水等の症状が出ているようであれば自宅待機とする 

●出勤時や外部から医院に入る際、退勤時には手指衛生（アルコール消毒）を行う 

●自己申告だけでなく、院長が健康チェックを実施する 

※各症状の場合、医療機関への受診を促す 

●訪問診療を行う直前にも検温し、健康状態のチェックも行う 

 

（２）施設及び居宅の状況確認 

 施設に訪問する場合は、同施設内の患者と介護スタッフ、診療のない入居者の健康状態

を確認します。コロナ患者や家族はもちろん、濃厚接触した者（濃厚接触者基準とは違う）

が居ないか、２週間以内の海外渡航歴のある方、帰国者の有無等を事前の電話連絡で確認

します。 

１│訪問前の注意点     

コロナ禍における訪問歯科診療時の注意点 
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 訪問時前に患者及び家族の健康状態を確認する必要があります。同じく訪問するスタッ

フの健康状態も確認します。あらかじめ消毒液に浸した清拭用のディスポタオルや同消毒

液をスプレー容器に入れたものを用意し、患者回りの物品や寝具等、よく接触する部位に

は、アルコール等の滅菌・消毒剤による清拭で消毒を行います。 

 訪問時には、患者宅の洗面所で持参したハンドソープや消毒剤で手指衛生を行い、口腔

ケア前に持参した消毒剤で手指衛生をしてから実施します。口腔ケア後、使用したディス

ポタオルなどは２重にした密閉する袋等に入れて、戻った際には焼却破棄します。  

 

■訪問時の手順 

●患者宅に入る前に、持参したアルコールなどで手指衛生を行う。 

●玄関先で着用してきたコートなどを脱ぎ、外側を内側にたたんで持参した袋に入れる。 

●居室で患者の健康をチェックし（発熱の有無、血圧、味覚障害、嗅覚の障害などを確認）、同

居している家族の健康状態なども合わせて確認する。 

●口腔ケアを実施する居室の換気を確認し、可能なら空気清浄機を稼働させるか窓を２方向開け

て換気を行う。口腔ケア開始前に窓を開けて室内のウイルス量を減らしておく。 

●口腔ケアに必要な物品を準備し、後から追加の無いようにする。 

●手指衛生完了後、口腔ケア前に標準予防策を遵守し PPE（個人防護具）を手順通り装着する。 

●口腔ケア前に手指衛生を実施し、患者の口腔周囲や顔を清拭する。 

●うがいが可能なら咽頭や口腔内のうがいを行い、口腔内のウイルス量を減少させておく。うが

いができなければ歯科衛生士による口腔内洗浄、清拭などを行なってから口腔ケアを実施す

る。実施後、患者の口腔周囲、顔などをディスポタオルなどで清拭する。 

●口腔ケアに使用したゴミは、外し方を遵守した PPEと共に、２重にしたプラスチック袋へ破棄

し、袋の口はしっかり縛る。 

●最後に手指衛生を行う。 

（日本歯科衛生士部会ホームページより抜粋） 

 

 

 呼吸器症状の出ている患者の診療にあたる場合は、当然ながら患者治療時には感染防止

に対する最善の注意を図る必要があります。 

 PPE（個人防護具）の装着は、患者にとっては必要以上の対策に見えるかもしれませんが、

新型コロナウイルスに感染してしまうと、医院の消毒やスタッフ全員の検査、自宅待機等

の対策を取ることになり、最終的には長期休診になり、医院運営に大きな影響を与えます。

スタッフの感染防止、院内感染の防止には PPEの準備は必要不可欠です。 

３│PPE（個人防護具）の取り扱い時の注意点     
 

２│在宅患者への訪問口腔衛生指導についての注意点     
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■個人防護具の取り扱い時の注意点 

●装着手順について（診察前、口腔ケア開始前に装着する） 

①手指衛生を行う→N95マスクをつける ②ガウン・フェイスシールド付きマスクをつける  

③キャップをつける ④手袋をつける 

  ※個室での対応と診療室内の換気が十分行えることが望ましい 

●外し方手順について（N95マスク以外は診察室を出る前か前室で外す） 

①手袋を外し、手指衛生を行う ②ガウンを外す ③シールド付きマスクを外す 

※ここまでは室内の PPE専用のゴミ箱に捨てる→部屋を退出する→手指衛生を行う  

④N95マスクを外す→手指衛生を行う 

●PPEなどの使用物品についての選択と処理 

手袋、帽子、ガウン、エプロンなどの患者環境における被覆材には、可能な限り使い捨て製品

（ディスポ）を使用する。使用後は専用の感染性廃棄物用容器に密閉するか、あるいはプラス

チック袋に２重に密閉したうえで、外袋表面を清拭消毒して患者環境(診療室など)より持ち出

し、焼却処理する。リネン類の洗濯にあたっては、通常の 80℃で 10分間の熱水消毒後、洗浄

を行うか、次亜塩素酸ナトリウム溶液 0.05％～0.1％に浸漬してから洗浄する。 

（日本歯科衛生士部会ホームページより抜粋） 

 

 

 訪問歯科診療後に歯科医院へ戻った時にも感染予防策の徹底が必要です。院内感染を防

止するため、標準予防策の他、訪問診療に使用した機材・機器や診療材料等の消毒を再度、

徹底的に行いましょう。 

 

■標準予防策の徹底 

●手指衛生の徹底：積極的な手洗いと消毒用エタノールなどによる手指消毒 

●診療スケジュールの調整：診療内容による区分けを行い、可能な限り患者同士の予約間隔を 

取る、治療ユニット間の調整（パーテーションの設置等）を行う 

●マスクの正しい着用や目の保護にゴーグルやアイシールド等の利用 

 

■訪問歯科診療機材・機器、診療材料等の消毒 

●アルコールによる清拭消毒 

●診訪問歯科診療時に使用した PPE等の破棄や消毒 

●特にマスクは、訪問歯科診療時に使用したものは破棄し、新たにつける 

４│訪問歯科診療後の院内感染防止     
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 コロナ禍の中で実施された患者アンケートによると、治療中や定期健診を行っている患

者でも約 50％が、治療中断中の患者では約 80％が歯科受診に不安を感じていると回答して

います。 

 その中でも、かかりつけ歯科医がいるという患者の約 45％が「不安無し」と回答し、理

由は、「かかりつけ歯科医を信頼している」「機材や器具が衛生面で十分に配慮していると

思う」ということが挙げられています。かかりつけ歯科医への信頼がコロナ禍での不安を

軽減しているようです。 

 

 

 かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所に通院中の患者が当該歯科診療所を選んだ理由

は、「信頼している歯科医師がいるから」が最も多く、次いで「歯科医師や職員の感じがよ

いから」、「かかりつけの歯科診療所だから」でした。 

 

■かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所を選んだ理由 

１│かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所が選択される理由     
 
 
 
 

かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所の基準等 

 

 

 

（厚生労働省： 

かかりつけ歯科医機能の評価等 

実施状況調査より） 
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 かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所の基準とは、より専門性が高く、地方厚生局へ

様々な施設基準を提出し、過去の臨床への件数があることです。歯科訪問診療に対しても、

自院で取り組んでいるか、もしくは在宅療養支援歯科診療所との連携が必要です。 

 また、医科との連携も、保健医療機関との事前の連携体制が確保されていることが基準

となっています。 

 患者にとって安全・安心な歯科医療環境提供のため装置・器具等の準備が必要です。 

 

■かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所の基準 

①歯科医師が複数名配置又は歯科医師及び歯科衛生士がそれぞれ１名以上配置。 

②過去１年間に歯周病安定期治療（Ⅰ）又は歯周病安定期治療(Ⅱ)をあわせて 30 回以上の算定。 

③過去１年間にフッ化物歯面塗布処置又は歯科疾患管理料のエナメル質初期う蝕管理加算をあわせて 10 

回以上の算定。 

④クラウン・ブリッジ維持管理料の届出。 

⑤歯科点数表の初診料の注１に規定する施設基準の届出。 

⑥過去１年間に歯科訪問診療１若しくは歯科訪問診療２の算定回数又は連携する在宅療養支援歯科診療所

１若しくは在宅療養支援歯科診療所２に依頼した歯科訪問診療の回数があわせて５回以上有。 

⑦過去 1 年間に診療情報提供料又は診療情報連携共有料をあわせて５回以上算定している実績有。 

⑧歯科疾患の重症化予防に資する継続管理に関する研修（口腔機能の管理を含むものであること）、高齢者

の心身の特性及び緊急時対応等の適切な研修を修了した歯科医師が 1 名以上在籍している。なお、既に

受講した研修が要件の一部を満たしている場合には、不足する要件を補足する研修を受講することでも

差し支えない。 

⑨診療における偶発症等緊急時に円滑な対応ができるよう、別の保険医療機関との事前の連携体制が確保

されている。ただし、医科歯科併設の診療所にあっては、当該保険医療機関の医科診療科との連携体制

が確保されている場合は、この限りではない。 

⑩歯科訪問診療を行う患者に対し、迅速に歯科訪問診療が可能な歯科医師をあらかじめ指定するとともに、

当該担当医名、診療可能日、緊急時の注意事項等について、事前に患者又は家族に対して説明の上、文

書で提供。 

⑪⑧の歯科医師が、以下の項目のうち、３点以上に該当。 

・過去１年間に、居宅療養管理指導を提供した実績有 

・地域ケア会議に年１回以上出席   ・介護認定審査会の委員の経験有 

・在宅医療に関するサービス担当者会議や病院、介護保険施設等で実施される多職種連携に係る会議等に

年１回以上出席 

・過去１年間、栄養サポートチーム等連携加算１又は栄養サポートチーム等連携加算２を算定した実績有 

・在宅医療又は介護に関する研修を受講   ・自治体が実施する事業への協力 

・過去１年間に、退院時共同指導料１、退院時共同指導料２、退院前在宅療養指導管理料、在宅患者連携

指導料又は在宅患者緊急時等カンファレンス料を算定した実績有 

・認知症対応力向上研修等、認知症に関する研修を受講   ・学校校医等に就任 

２│かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所の基準     
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・過去１年間に、歯科診療特別対応加算又は初診時歯科診療導入加算を算定した実績有 

⑫患歯科用吸引装置等により、歯科ユニット毎に歯の切削や義歯の調整、歯冠補綴物の調整時等に飛散す

る細かな物質を吸引できる環境の確保。 

⑬患者にとって安心で安全な歯科医療環境の提供を行うにつき次の十分な装置・器具等有。 

・自動体外式除細動器（AED） 

・経皮的酸素飽和度測定器（パルスオキシメーター） 

・酸素供給装置 

・血圧計 

・救急蘇生キット 

・患歯科用吸引装置 

（厚生局ホームページ：かかりつけ歯科医強化型歯科診療所の基準について） 

 

 

 厚生労働省では、新型コロナウイルスの感染が拡大し、医療機関の受診が困難になりつ

つあることから、時限的・特例的な対応として、「新型コロナウイルスの感染拡大に際して

の電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて」（2020 年４月

10日厚生労働省医政局歯科保健課）が発出されたことを踏まえ、当該事務連絡に関連する

診療報酬の取扱いについて、以下の対応を検討しています。患者にとって安全・安心な歯

科医療環境提供のため装置・器具等の準備が必要です。 

 

■歯科診療における新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話等を用いた診療に 

対する診療報酬上の臨時的な取り扱いについて 

 

（厚生労働省ホームページ：新型コロナウイルス感染症に伴う医療保険制度の対応について）

３│電話等を用いた診療報酬上の取り扱いの見直し     
 
 
 
 



口腔ケア中断のリスクを解消 訪問歯科診療取組時の留意点 

歯科経営情報レポート 13 

■参考資料 

東京保険医協会：21.1実施アンケート報告 

厚生労働省ホームページ：eヘルスネット 訪問歯科診療 資料提供 深井雅博氏 

新型コロナウイルス感染症に伴う医療保険制度の対応について 

厚生局ホームページ：かかりつけ歯科医機能の評価等実施状況調査 

日本歯科衛生士部会ホームページ 



口腔ケア中断のリスクを解消 訪問歯科診療取組時の留意点 

歯科経営情報レポート 14 

 

医業経営情報レポート 
口腔ケア中断のリスクを解消 訪問歯科診療取組時の留意点 

                                              

 

【著 者】日本ビズアップ株式会社  

【発 行】税理士法人 森田会計事務所 

 〒630-8247 奈良市油阪町456番地 第二森田ビル 4F 

 TEL 0742-22-3578    FAX 0742-27-1681 

 

                                                  

本書に掲載されている内容の一部あるいは全部を無断で複写することは、法律で認められた場合を除き、著

者および発行者の権利の侵害となります。 

 


